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中小企業振興会館整備事業 維持管理業務 

仕様書 

 

１．設備管理業務  

 

（１）設備巡回点検業務 

・設備機器の運転状況及び作動確認 

・設備機器の維持管理指導 

・メーター検針（上水メーター、再生水メーター、電気メーター）計 78 台 

・建築設備に関する非常措置のアドバイス 

・貯水槽点検（２．環境衛生業務（２）貯水槽保守管理業務の内容に基づく 

月次点検） 

・巡回点検 12 回/年 

 

 

（２）自家用電気工作物保安管理業務（法定点検） 

・受電方式：6.6kv 2 回線受電方式、設備容量：1,100kVA 

・蓄電池設備：50AH/10HR 

・電気事業法施行規則第 25 条第 2 項に基づく保安管理を実施する。 

・電気主任技術者の選任、24 時間緊急対応（故障・事故）を行う。 

・月次点検、年次点検後の報告書提出 

・月次点検 11 回/年 

・年次点検 1 回/年 

 

 

（３）消防設備点検業務（法定点検） 

・消防法第 17 条の 3 の 3 に基づき、消防設備等を定期的に点検し、結果を 

消防機関へ報告する。 

①機器点検（1 回/年） 

 ・消防用設備等の適切な配置、損傷、機能について、告示に定める基準に 

従い、外観又は簡易な操作により確認 

②総合点検（1 回/年） 

・消防用設備等の全部または一部を告示に定める基準に従い、作動させ、 

総合的な機能を確認 

③防火設備点検（1 回/年） 

・「建築基準法第 12 条第 3 項」に基づき、防火設備が正常に作動及び防火 

区画の形成状況を確認し、特定行政庁へ報告 

・防火シャッター6 台、防火扉 2 台 
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（４）空調設備点検・清掃業務 

①空冷ヒートポンプパッケージ 

・機能を維持するための定期点検（メーカー点検基準） 

・外観の損傷汚損確認、冷房・暖房能力状況確認、ファン部の損傷・汚損確認、 

機器作動確認 

・電気系統点検（操作及び動力回路の絶縁抵抗測定等、端子の緩み・変色及び 

破損の有無を点検） 

・運転調整（供給電源電圧・運転電流の測定、羽根の汚れ及び損傷等の異常の 

有無を点検） 

・フィルター清掃（水洗いまたは掃除機によるホコリ等除去） 

・室外機点検 63 台、2 回/年 

・室内機点検 63 台 2 回/年 

・フィルター清掃 63 台 4 回/年 

 

②空冷ヒートポンプマルチ 

・機能を維持するための定期点検（メーカー点検基準） 

・外観の損傷汚損確認、冷房・暖房能力状況確認、ファン部の損傷・汚損確認、 

機器作動確認 

・電気系統点検（操作及び動力回路の絶縁抵抗測定等、端子の緩み・変色及び 

破損の有無を点検） 

・運転調整（供給電源電圧・運転電流の測定、羽根の汚れ及び損傷等の異常の 

有無を点検） 

・フィルター清掃（水洗いまたは掃除機によるホコリ等除去） 

・室外機点検 7 台、2 回/年 

・室内機点検 10 台 2 回/年 

・フィルター清掃 10 台 4 回/年 

 

③フロン簡易点検（法定点検） 

・フロン排出抑制法に基づく簡易点検 

・空冷ヒートポンプパッケージ 63 台、4 回/年 

・空冷ヒートポンプマルチ 7 台、4 回/年 

 

   ④全熱交換器 

・熱交換エレメント、電気系統の目視点検及び運転状態の確認 

・フィルター清掃（水洗いまたは掃除機によるホコリ等除去） 

・点検 6 台、1 回/年 

・フィルター清掃 6 台、4 回/年 
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⑤調湿外機処理機 

・給放湿ブロック、電気系統の目視点検及び運転状態の確認 

・フィルター清掃（水洗いまたは掃除機によるホコリ等除去） 

・点検 26 台、1 回/年 

・フィルター清掃 26 台、4 回/年 

 

 

（５）給排水衛生設備点検業務 

・ポンプ本体制御装置等の動作値、電流値測定 

※部品の交換や修理工事などを要する場合の費用は、見積金額には含まない 

ものとする。 

・加圧給水ポンプ（3 台×1 組）受水槽 1 台、1 回/年 

・湧水ポンプ（2 台×1 組）湧水ピット 1 ヶ所、1 回/年 

 

 

（６）昇降機保守点検業務（エレベーター1 号機・2 号機）（法定点検） 

・機器及び装臨の点検、清掃、給油、調整等 

※部品の交換や修理工事などを要する場合の費用は、見積金額には含まない 

ものとする。 

・建築基準法第 8 条に基づき、常時適法な状態に維持。 

・フルメンテナンス月次点検業務（エレベーター2 基、12 回/年） 

・定期検査報告（エレベーター2 基、4 回/年） 

 

 

（７）自動ドア定期保守点検業務 

   ・自動扉開閉装置（両引）1 階 風除室 2 台、2 回/年 

   ・自動扉開閉装置（片引）各階トイレ入口 14 台、2 回/年 

   ・消耗品（ベルト・防振ゴム、戸車、ビス、ボルト類、振り止め、鍵請け）の 

負担については、消耗部品込みで見積るものとする。（センサー、コントロー 

ラー等の電装部品を除く） 
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２．環境衛生管理業務  

 

（１）空気環境測定（法定業務） 

・建築物衛生法施行令第 2 条に定められる空気環境の基準に調整されているか 

確認を行う。 

・室内 6 ポイント、外気 1 ポイント 

・空気環境測定 6 回/年 

 

 

（２）貯水槽滑掃（法定業務） 

・水道法第 34 条 2 項に従い、毎年 1 回以上貯水槽の清掃を定期に行う。 

水質検査 5 項目（色度、濁度、臭気、味、遊離残留塩素含有率）及びポンプ 

目視点検含む。 

・貯水槽点検 

目視点検（破損・異物混入・マンホール蓋・オーバーフロー管・防虫網・取付 

ボルト） 

※地震等、貯水槽の構造や水質に影響を与える事態が発生した場合は、速やかに 

その影響を点検する。 

※設備巡回点検業務時に実施する。 

   ・点検 12 回/年 

・清掃 1 回/年 

 

 

（３）簡易専用水道法定検査（法定検査） 

・水道法第 34 条 2 項に従い、毎年 1 回以上定期に地方公共団体の機関または 

厚生労働大臣の登録を受けたものにより施設の管理が適正に行われている 

か検査を行う。 

   ・検査 1 回/年 

 

 

（４）水質検査（法定検査） 

・水道法第 4 条の規定に定められる水質基準に適合するか定期的に水質検査を 

行う。 

・全項目検査(16 項目) 1 回/年 

・一般項目検査(11 項目) 1 回/年 

・消毒副生成物検査(12 項目) 1 回/年 
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（５）遊離残留塩素測定（法定業務） 

・建築物衛生法施行規則第 4 条第 1 項に従い、7 日以内に 1 回定期的に検査し 

既定の基準が確保されていることを確認。 

・測定は常駐清掃員にて実施することも可能とする。 

・測定 52 回/年 

 

 

（６）ねずみ昆虫等防除（法定業務） 

・防除対象：ねずみ、ゴキブリ 

・建築物衛生法施行令第 4 条 2 項に従い、6 か月毎に 1 回、発生状況の調査及び 

防除を行う。 

・使用薬剤は医薬品医療機器等法に規定する医薬品、または医薬部外品を用いる。 

・防除 2 回/年、全館 3,925 ㎡ 

 

 

（７）建築物環境衛生管理技術者選任（法定業務） 

・建築物衛生法施行令第 5 条に従い、特定建築物ごとに建築物環境衛生管理 

技術者を選任。 

・12 回/年 
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３．清掃業務  

 

（１）清掃業務 

・勤務体制（240 日/年） 

土日祝日年末年始を除く毎日（但し、暴風警報発令時を除く） 

・配置時間及び人数等の清掃業務体制表を提出するものとする。 

最終的な勤務体制は那覇商工会議所と受託者で協議調整して決定する。 

・清掃仕様は「清掃作業基準書」を参照。 

※2F ホールのセッティング変更は含まない。 

※テナントエリア、倉庫、機械室等の清掃は、見積金額には含まないものと 

する。 

 

 

（２）ガラス清掃業務 

   ・外面ガラス清掃作業（片面） 

   ・1 階～7 階 共用部及び専有部（外面のみ） 

   ・1 階風除室のみ両面実施 

   ・清掃作業一式、1 回/年 

 

 

 

  



- 7 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

清掃作業基準書 

階 区分 場所
日常
清掃
日数

面積（㎡）仕上

外周（歩道・周辺部） W5 磁器質タイル D1 D1
駐車場 W5 364.46 アスファルト舗装 D1 D1
喫煙スペース W5 12.5 磁器質タイル D1 D3 D3
風除室 W5 11.88 磁器タイル D1 D1 D1 D1 Y6
エントランスロビー W5 94.22 ビニル床タイル D1 D1 D1 D1 D1 Y6
EVホール W5 19.14 ビニル床タイル D1 D1 D1 D1 Y6
EV２基（籠内） W5 5.41 塩化ビニルシート D1 D1 D1
テレワーク体験コーナー W5 56.89 ビニル床タイル D1 D1 D1 D1 Y4
情報交流スペース W5 76.55 ビニル床タイル D1 D1 D1 D1 Y4
メールコーナー W5 10.62 ビニル床タイル D1 D1 D1 D1 Y3
設備機械室 34.49 合成樹脂塗装
図書資料室 23.36 カーペット
多機能WC W5 7.2 塩化ビニルシート D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y4
WC（M） W5 13.86 塩化ビニルシート D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y4
WC（W） W5 12.59 塩化ビニルシート D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y4
屋内階段１〜２F W5 39.64 磁器タイル D1 D1 D1 Y2
屋外階段１〜２F W2 10.21 溶融亜鉛メッキ D1
EVホール W5 9.05 カーペット D1 D1 Y2
ホワイエ W5 97.87 カーペット D1 D1 Y2
通路（EVホール〜ラウンジ） W5 42.36 カーペット D1 D1 Y2
ラウンジ W5 100.59 カーペット W1 D1 D1 D1 Y2
ラウンジ倉庫 14.77 ビニル床タイル
ホール W5 250.48 カーペット W1 D1 D1 ※１ Y2
設備機械室１ 21.38 合成樹脂塗装
ホール倉庫 23.22 ビニル床タイル
主催者事務室・控室 W5 19.41 カーペット W1 D1 D1 Y2
大会議室 W5 89.93 カーペット W1 D1 D1 Y2
大会議室倉庫１ 4.79 ビニル床タイル
大会議室倉庫２ 3.56 カーペット
ホワイエ・ラウンジ倉庫 16.05 ビニル床タイル
多機能WC W5 8.07 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
WC（M） W5 24.41 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
WC（W) W5 18.68 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
設備バルコニー W1 15.03 合成樹脂塗装 D1 D1
屋内階段２〜３F W5 23.95 カーペット D1 D1 D1 Y2
屋外階段２〜３F W2 15.01 溶融亜鉛メッキ D1
EVホール W5 7.15 カーペット D1 D1 Y1
廊下 W5 50.49 カーペット D1 D1 Y1
中小企業・総務・企画 W5 195.76 カーペット W1 D1 D1 D1 D1 Y1
受付 W5 7.2 カーペット W1 D1 D1 Y1
相談ブース W5 61.08 カーペット W1 D1 D1 Y1
相談室通路 W5 17.69 カーペット W1 D1 D1 Y1
相談室１ W5 15.27 カーペット W1 D1 D1 Y1
相談室２ W5 7.77 カーペット W1 D1 D1 Y1
相談室３ W5 7.77 カーペット W1 D1 D1 Y1
相談室４ W5 7.77 カーペット W1 D1 D1 Y1
会議室１ W5 45.51 カーペット W1 D1 D1 Y1
会議室２ W5 36.74 カーペット W1 D1 D1 Y1
会議室３ W5 37.16 カーペット W1 D1 D1 Y1
会議室４ W5 34.07 カーペット W1 D1 D1 Y1
廊下２ W5 15.71 カーペット W1 D1 D1 Y1
倉庫１ 31.24 ビニル床タイル
倉庫２ 2.63 ビニル床タイル
倉庫 3 17 タイルカーペット
倉庫 4 9.45 タイルカーペット
サーバールーム 3.91 カーペット
給湯室 W5 5.64 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 Y3
WC（M） W5 15.03 塩化ビニルシート D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
WC（W) W5 16.73 塩化ビニルシート D2 D2 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
設備バルコニー W1 30.64 合成樹脂塗装 D1 D1
屋内階段３〜４F W5 18.62 ビニル床タイル D1 D1 D1 Y2
屋外階段３〜４F W2 15.13 溶融亜鉛メッキ D1

（区分：凡例）
■共用部
■専有部

作業対象
日常清掃 定期清掃

床清掃 床以外清掃 衛生関係

巡
回
清
掃

床面
【日常清掃作業頻度】
D3：３回／日作業
D2：２回／日作業
D1：１回／日作業
適 ：適時
【日常清掃日数】
W5：土日祝日及び防風警報発令時を除く毎日
W2：２回／週
W1：１回／週

２階

什
器
拭
き
上
げ

灰
皿
・
吸
い
殻
処
理

洗
面
台
ま
わ
り
清
掃

衛
生
陶
器
清
掃

排
水
溝
目
皿
な
ど
の
ゴ
ミ
除
去

風
除
室
等
、
ガ
ラ
ス
、
ド
ア
ノ
ブ
等
の
清
掃

ゴ
ミ
箱
内
容
部
回
収

EV

ホ
ー
ル
操
作
パ
ネ
ル
・
三
方
枠
含
む

EV

籠
内
清
掃
（
扉
・SW

パ
ネ
ル
等
）

手
摺
・
窓
台
等

【定期清掃作業頻度】
Y6：６回／年作業
Y4：４回／年作業
Y3：３回／年作業
Y2：２回／年作業

カ
ー
ペ
ッ
ト
バ
キ
ュ
ー
ム
作
業

カ
ー
ペ
ッ
ト
簡
易
清
掃

ハ
ー
ド
床
掃
き
作
業

ハ
ー
ド
床
拭
き
作
業

カ
ー
ペ
ッ
ト
ク
リ
ー
ニ
ン
グ

洗
浄
・
維
持
剤
塗
布

洗
浄
の
み

屋外

１階

衛
生
消
耗
品
の
補
充

ゴ
ミ
箱
内
他
容
部
回
収

外
部　
ゴ
ミ
拾
い
掃
き
作
業

３階
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階 区分 場所
日常
清掃
日数

面積（㎡）仕上

EVホール W5 7.15 カーペット D1 D1 Y1
廊下 W5 37.12 カーペット D1 D1 Y1
事務室１ 103.68 カーペット
事務室２ 98.04 カーペット
事務室３ 98.04 カーペット
事務室４ 102.35 カーペット
事務室５ 41.61 カーペット
給湯室 W5 2.63 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 Y3
WC（M） W5 15.03 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
WC（W） W5 16.73 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
設備バルコニー W1 30.65 合成樹脂塗装 D1 D1 Y2
屋内階段４〜５F W5 18.62 ビニル床タイル D1 D1 D1
屋外階段４〜５F W2 15.38 溶融亜鉛メッキ D1
EVホール W5 7.15 カーペット D1 D1 Y1
廊下 W5 33.32 カーペット D1 D1 Y1
事務室１ 103.68 カーペット
事務室２ 98.04 カーペット
事務室３ 98.04 カーペット
事務室４ 149.24 カーペット
給湯室 W5 2.63 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 Y3
WC（M） W5 15.03 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
WC（W） W5 16.73 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
設備バルコニー W1 30.65 合成樹脂塗装 D1 D1 Y2
屋内階段５〜６F W5 18.62 ビニル床タイル D1 D1 D1
屋外階段５〜６F W2 15.21 溶融亜鉛メッキ D1
EVホール W5 7.15 カーペット D1 D1 Y1
廊下 W5 33.32 カーペット D1 D1 Y1
事務室１ 103.68 カーペット
事務室２ 98.04 カーペット
事務室３ 98.04 カーペット
事務室４ 149.24 カーペット
給湯室 W5 2.63 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 Y3
WC（M） W5 15.03 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
WC（W） W5 16.73 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
設備バルコニー W1 30.65 合成樹脂塗装 D1 D1 Y2
屋内階段６〜７F W5 18.62 ビニル床タイル D1 D1 D1
屋外階段６〜７F W2 15.21 溶融亜鉛メッキ D1
EVホール W5 40.23 カーペット D1 D1 Y1
コワーキングスペース W5 169.98 カーペット W1 D1 D1 D1 Y1
パントリー W5 6.289 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 Y3
WC① W5 2.97 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
WC② W5 2.97 塩化ビニルシート D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 Y3
SK W5 1.69 塩化ビニルシート Y3
テナント用発電機スペース 27.71 合成樹脂塗装
電気室 57.23 ビニル床タイル
倉庫 16.48 溶融亜鉛メッキ
※１　ホール内固定什器拭き上げのみ契約使用範囲。会議テーブル等セッティング変更は別途費用とする。
※２　中小企業・総務・企画（執務室）のデスク及び周辺は什器拭き上げに含まず。
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【定期清掃作業頻度】
Y6：６回／年作業
Y4：４回／年作業
Y3：３回／年作業
Y2：２回／年作業

カ
ー
ペ
ッ
ト
バ
キ
ュ
ー
ム
作
業

カ
ー
ペ
ッ
ト
簡
易
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掃

ハ
ー
ド
床
掃
き
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業
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ー
ド
床
拭
き
作
業

（区分：凡例）
■共用部
■専有部

作業対象
日常清掃 定期清掃

床清掃 床以外清掃 衛生関係

巡
回
清
掃

床面
【日常清掃作業頻度】
D3：３回／日作業
D2：２回／日作業
D1：１回／日作業
適 ：適時
【日常清掃日数】
W5：土日祝日及び防風警報発令時を除く毎日
W2：２回／週
W1：１回／週
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